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ネ
ッ
ト
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
や

り
取
り
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
輪
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
便
利

な
道
具
で
す
。
一
方
、
使
い
方
を
誤
っ

た
り
、
悪
意
を
持
っ
て
使
っ
た
り
す
る

と
人
権
侵
害
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
中
に
全
国
の
法
務
局
が
処

理
し
た
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
犯

事
件
は
６
２
４
件
で
し
た
。
こ
れ
ら
は

ほ
ん
の
氷
山
の
一
角
で
、
多
く
は
申
し

立
て
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

  　

子
ど
も
た
ち
へ
の
携
帯
電
話
の
普
及

を
背
景
に
、
ネ
ッ
ト
上
の
い
じ
め
に
よ

り
、
大
人
た
ち
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で

深
刻
な
被
害
に
遭
う
子
ど
も
た
ち
が
増

え
て
い
ま
す
。
特
に
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示

板
や
「
学
校
裏
サ
イ
ト
」
な
ど
へ
の
誹ひ

謗ぼ
う

・
中
傷
し
た
書
き
込
み
な
ど
が
後
を

絶
ち
ま
せ
ん
。

　

子
ど
も
た
ち
を
被
害
者
や
加
害
者
に

し
な
い
た
め
に
、
携
帯
電
話
を
持
た
せ

る
前
に
、
①
本
当
に
必
要
か
ど
う
か
を

話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
持
た
せ
る
と
き

は
、
②
使
用
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
決

め
ま
し
ょ
う
。
③
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
持
た
せ

た
後
も
④
携
帯
電
話
の
利
用
を
見
守
り

ま
し
ょ
う
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
以
下
「
ネ
ッ
ト
」）
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
普
及
率
も
約
79
％
に
達
し
て
い
ま
す
（
総
務
省 

『
平
成
23

年
通
信
利
用
動
向
調
査
』）。
ネ
ッ
ト
で
は
、
知
り
た
い
情
報
を
ボ
タ
ン
一
つ
で
手
に

入
れ
ら
れ
た
り
、
自
分
の
意
見
を
広
く
世
界
へ
発
信
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

一
方
で
、
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
害
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
今
号
で
は
、

ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
人
権
侵
害
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

　ネット上には、子どもたちにとっての危険がたくさん潜んでいます。
しかし、わたしも含め、保護者の多くは、携帯電話が普及し始めた当時
すでに大人であったため、子どもにとっての危険性を十分認識できてい
ない人も多いのではないでしょうか。
　「友達が携帯電話を持っているから」などの理由で簡単に持たせるの
ではなく、まずはネット上には有害情報があふれていることや、友達づ
くりのサイトや、ゲームサイトからも、見知らぬ人と会う約束ができて
しまうなど、そこから犯罪被害に遭う危険性
もあることを十分認識する必要があります。
　こうした危険性を子どもたちに伝えるととも
に、モラルやマナーを教えることが大切です。
これは、ネット上の掲示板などへの書き込み
が、直接相手の顔が見えないため、感情に
まかせた悪口になってしまったり、匿名
だからと無責任に不確かな情報を書
き込んでしまったりということがあ
るからです。
　子どもたちが、携帯電話に依存し
た生活にならない、ネットいじめの
被害者・加害者にならないように、
わたしたち保護者は、これからも、
子どもとしっかりと話し合うことが
大切ではないでしょうか。

ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た

人
権
侵
害

子どもに、危険性やモラル、マナーを教えてください

人 権 週 間（12月 4日火～ 10日月）にちなんだ行事

日時　12 月 9日日 午後１時 30分～
場所　アドバンスコープADS ホール
（松崎町）
▼人権作品の表彰と朗読発表
▼バイマーヤンジン  トーク＆コンサート
　「天空へとどけ  大地の歌声」
　
　バイマーヤンジンさんプロフィール
　日本でただひとりのチベット人歌手と
して、チベットの音楽、文化、習慣な
どを紹介。「故郷の子どもたちに教育
を！」と学校建設活動にも取り組む

■ふれ愛コンサート（入場無料・申込不要）■人権週間特設人権相談所を開設します人権週間特設人権相談所を開設します
　近所のもめごと、家庭内の問題、いじめや体罰、職場でのセクハラな
ど人権侵害に関する相談に、法務大臣の委嘱を受けた人権擁護委員が応
じます。相談は無料で秘密は固く守られます。
日時　12 月 11日火 午前 10時～午後 3時
場所　市民情報交流センター（希央台）　※申込不要

■人権作品展
　市内小・中・高・高専生、一般の
人権標語・ポスター、写真を展示
日時　12月4日火～10日月 
　午前8時30分～午後5時15分
場所　市役所 1階ロビー

■人権週間街頭啓発
 市内各大型店舗と名張駅、桔梗
が丘駅周辺で啓発物品を配布
日時　12月4日火 
　午後４時30分～　（一部午後
2時30分～）

●常設人権相談所　
　  0570‐003‐110（全国共通）
●津地方法務局人権擁護課
　  059‐228‐4711
●津地方法務局伊賀支局　　
　  0595‐21‐0804
●人権・男女共同参画推進室
　  63‐7909

ネット上で人権侵害に遭ったら…
　掲示板などに、自分の名誉を毀

き そ ん

損したり、
プライバシーを侵害したりする情報が掲載
されていたときは、その運営者（管理者）
に削除を求めることができます。
　また、プロバイダやサーバの管理・運営
者などに、情報の発信者の情報の開示を請
求したり、情報の削除を依頼したりするこ
とができます。
　開示請求や削除依頼は、証拠として保存
するためにも、電子メールや文書で行いま
しょう。
　削除を求めることが難しい場合などは、
下記へご相談ください。

携帯電話を持っている子どもたちの割合
※スマートフォンを含む

「携帯電話等の使用に関するアンケート調査」（三重県教育委員会 平成23年11月実施）

携
帯
電
話
の
普
及

深
刻
化
す
る
ネ
ッ
ト
い
じ
め

持っている 持っていない
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